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概要 

現在用いられているプロフィットマージンを暗黙的に計算前提に含める保険料計算方式

がもつ問題を解消することができる計算方式を提言する。現行方式では収益率はセル（性

年齢、保険期間。以下同じ）毎に異なり、新契約団体全体の収益率はセルの加重平均とな

る。このため、新契約分布が想定と異なると、新契約目標は達成したが利益は目標に達し

ないということが起こりうる。 
提案する保険料計算方式は、「収支相等の原則」を拡大し、保険契約を保有するために必

要なコストを費用と認識し、それらを明示的に加算する方式である。保険料に加算された

プロフィットマージンと収益指標中の内部留保額を整合させることによってすべてのセル

の収益率を等しくすることを目指す。 
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１．はじめに 

生命保険アクチュアリーの伝統的な業務は、プライシングとバリュエーションに分類す

ることができる。このうちプライシング業務は保険料算出と収益検証から構成されるが、

我が国においてはプライシングというと収益検証に重きがおかれているように感じられ

る。その理由として、多くの会社が採用している保険料算出方法3では計算の過程において
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